
土総第３４９号の２  

令和２年９月１８日  

（一社）島根県建設産業団体連合会 会長  様 

島 根 県 土 木 部 長

（ 土 木 総 務 課 ） 

（ 技 術 管 理 課 ） 

建設工事の設計金額における法定福利費の明示の義務化等について 

 法定福利費の適正な反映を目的として、令和２年８月１８日土総第３４９号「建設工事

の設計金額における法定福利費の明示等について」（以下、土木部長通知という。）により

通知したところです。 

この度、島根県公共工事標準請負契約約款が改正され、請負代金内訳書における法定福利

費の明示が義務化されたことに伴い、土木部長通知の取り扱いを下記のとおり変更しま

すので適切な対応をよろしくお願いします。 

記 

１．島根県土木部及び農林水産部発注の建設工事の設計金額における法定福利費相当分

の明示について 

 予定価格の積算時に間接工事費に含まれる法定福利費について島根県が想定する法

定福利費相当額を以下の方法で公表することとする。 

・別紙様式１により入札情報サービス（PPI）の入札結果で公表（令和２年１０月１日

以降落札決定を行う建設工事から適用） 

・契約締結後に公表される工事の金入り設計書で公表（既出） 

ただし、別添の工事においては、当面の間、公表対象から除外する。（入札参加者は

明示するものとする） 

２．入札参加者における対応について 

・工事費内訳書等における記載について 

  入札に参加される事業者の方においては、令和２年１０月１日以降に契約を締結す

る建設工事について、契約締結後に提出される請負代金内訳書において入札金額にお



ける法定福利費相当分の明示を義務づけます。ただし、入札時に提出される工事費内訳

書において明示を行った場合は、請負代金内訳書の提出が省略可能です。 

工事費内訳書への記載上の注意事項については土木部長通知３．（１）をご確認くだ

さい。 

取扱い全般に関すること 

土木総務課建設産業対策室 

TEL:0852-22-5388 

島根県の法定福利費の積算に関すること 

技術管理課土木設計基準 G 

TEL:0852-22-5941 



別添 

発注者における公表適用除外工事 

１ 下水道用設計標準歩掛表 第 2 巻ポンプ場・処理場施設（機械設備）編、（電気

設備）編、（建築・建築設備）編を適用する工事 


